
全建労発第  １８号 

平成２８年５月１３日 

 

各都道府県建設業協会会長 殿 

 

一般社団法人 全国建設業協会 

会 長  近 藤 晴 貞  

     〔 公 印 省 略 〕    

 

 

政策・方針決定過程への女性の参画拡大について 

 

 

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素より本会の活動に対し

まして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、本年４月、「女性の職業生活における活躍の促進に関する法律」（平成

２７年法律第６４号）が完全施行されました。これを受けまして、関係各機関

等に対し、自主的かつ実効的なポジティブ・アクションの導入等を促すため、

第４次男女共同参画基本計画に定める取組みの一環として、内閣府より標記に

ついての周知依頼がありましたので、よろしくお願い申し上げます。 

 

以上 

（担当：吉田） 






















